
施設整備にかかる補助金について 

 

幼保連携型認定こども園を建設するために必要な工事等にかかる費用に対して、補助金を

交付します。ただし、国及び府の補助金制度を基準とするため、国及び府の交付決定がない

場合は、補助金を交付することはできません。 

 

＜参考例＞ 

定員１５０名（２・３号）と３０名（１号）の計１８０名定員を整備する場合 

補助対象事業費を６００，０００千円と仮定（うち２・３号の保育所部分 ５００，０００千円、１号の

幼稚園部分 １００，０００千円（定員による面積按分））すると、下記の計算により 

２４６，１００千円 ＋ ７５，０００千円 ＝ ３２１，１００千円 が補助見込額（上限）となります。 

 

○保育所部分（２・３号部分）：保育所等整備交付金を活用 

   基準額 

① 定員１３１名から１６０名 １９７，６００千円 

② 特殊付帯工事         ９，０２５千円 

③ 設計料加算          １０，３３１千円 

④ 開設準備費加算        １，８００千円 

国合計補助基準額    ２１８，７５６千円（Ａ） 

上記（Ａ）と保育所部分事業費５００，０００千円×２／３≒３３３，３３３千円（Ａ’）の

うち、低いほうの金額（Ａ）に９／８をかけた金額が補助額となります。 

補助額     Ａ×９／８≒２４６，１００千円 

※２・３号定員によって単価が異なることがあります。 

 

   ○幼稚園部分（１号部分）：認定こども園施設整備交付金を活用 

      基準額 

① 定員３０名まで       ６１，７００千円 

② 特殊付帯工事         １，３４２千円 

③ 設計料加算          ３，１５２千円 

国合計補助基準額     ６６，１９４千円（Ｂ） 

上記（Ｂ）と幼稚園部分事業費１００，０００千円×１／２≒５０，０００千円（Ｂ’）の

うち、低いほうの金額（Ｂ’）に３／２をかけた金額が補助額となります。 

補助額       Ｂ’×３／２≒７５，０００千円 

 

 ※この内容は、令和２年度保育所等整備交付金及び認定こども園施設整備交付金の算定

方法によるものです。近年、国の補助制度の変更が繰り返されており、単価の改定がある

場合には補助額格差が大きい可能性もありますので留意願います。（なお、国の制度・基

準等に変更があった場合には、市の補助金も変更になる場合があります。） 

 ※国や市の予算事情により補助額が減額となる場合があります。 

（参考） 


